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じ
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に
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僖
公
五
年
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左
伝
』
の
文

二　
「
輔
車
相
依
」
関
係
の
用
例
の
検
討

三　
「
脣
亡
歯
寒
」
関
係
の
用
例
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検
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お
わ
り
には

じ
め
に

現
在
日
本
で
使
わ
れ
て
い
る
諺
に
「
脣
歯
輔
車
」「
輔
車
唇
歯
」「
唇
亡
び
て

歯
寒
し
」「
輔
車
相
依
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
る）

1
（

。
同
じ
意
味
で
中
国
で
は
「
唇

歯
相
依
」「
唇
亡
歯
寒
」「
輔
車
相
依
」
が
使
わ
れ
る）

2
（

。「
脣
歯
輔
車
」「
輔
車
唇

歯
」
は
日
本
独
特
の
言
い
方
で
あ
る
が
、「
唇
亡
歯
寒
」
と
「
輔
車
相
依
」
と

い
う
二
つ
の
諺
を
合
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
諺
は
い
ず
れ
も
関
係
が
密

接
で
互
い
に
助
け
合
う
二
つ
の
も
の
を
譬
え
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

僖
公
五
年
『
春
秋
左
氏
伝
』（
以
後
『
左
伝
』
と
略
称
）
の
文
は
お
そ
ら
く
こ

の
点
に
着
目
し
並
列
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
諺
に
」
と
あ
る
の
で
、
こ

の
『
左
伝
』
の
文
が
出
来
上
が
っ
た
時
に
は
す
で
に
社
会
で
よ
く
知
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
「
所
謂
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
必
ず
当
時
出
典
と
な
る
資
料
が
存
在

し
た
こ
と
も
わ
か
る
。
二
つ
の
同
じ
意
味
の
諺
を
並
列
し
て
い
る
文
献
は
『
左

伝
』
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い）

3
（

。

本
稿
で
は
戦
国
時
代
か
ら
後
漢
時
代
ま
で
の
間
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
諺
が

ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
か
、
な
ぜ
二
つ
の
諺
を
並
列
し
た
の
か
を
そ
れ
ぞ

れ
検
討
し
、『
左
伝
』の
こ
の
文
が
い
つ
頃
成
立
し
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。『
左

伝
』
の
成
書
時
期
を
推
測
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

論　
　
　

説

僖
公
五
年
『
左
伝
』「
諺
所
謂
輔
車
相
依
、
脣
亡
歯
寒
」
を
め
ぐ
っ
て

宇
佐
美　

一　

博
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二
四

一　

僖
公
五
年
『
左
伝
』
の
文

ま
ず
二
つ
の
諺
が
出
て
く
る
僖
公
五
年
『
左
伝
』
の
前
半
部
分
を
見
て
み
よ

う
。
後
半
部
分
は
「
お
わ
り
に
」
の
と
こ
ろ
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

晋
侯
復
た
道
を
虞
に
仮
り
以
て

を
伐
つ
。
宮
之
奇
諫
め
て
曰
は
く
、

は
虞
の
表
な
り
。

亡
べ
ば
、
虞
必
ず
之
に
従
は
ん
。
晋
は
啓
く
べ
か
ら

ず
。
寇
は
翫
ぶ
べ
か
ら
ず
。
一
た
び
も
之
れ
甚
し
と
謂
（
な
）
す
。
其
れ

再
び
す
べ
け
ん
や
。
諺
に
所
謂
輔
車
相
依
り
、脣
亡
ぶ
れ
ば
歯
寒
し
と
は
、

虞

の
謂
ひ
な
り
、
と
。

晉
侯
復
假
道
於
虞
以
伐

。
宮
之
奇
諫
曰
、

、
虞
之
表
也
。

亡
、
虞

必
從
之
。
晉
不
可
啓
。
寇
不
可
翫
。
一
之
謂
甚
。
其
可
再
乎
。
諺
所
謂
輔

車
相
依
、
脣
亡
齒
寒
者
、
虞

之
謂
也
。

二
つ
の
諺
は
、
春
秋
時
代
の
虞
と
い
う
国
の
忠
臣
と
い
わ
れ
た
宮
之
奇
が
君

主
で
あ
る
虞
公
を
諫
め
た
言
葉
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
関
係
が
密

接
で
切
り
離
せ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
虞
と

の
二
国
で
あ
る
。

晋
侯
は
虞
に
道
を
か
り
て

を
伐
と
う
と
し
た
が
、
宮
之
奇
は
、
晋
に
道
を

か
す
こ
と
に
反
対
し
た
。
道
を
か
し
て
晋
が

を
伐
て
ば
、
次
は
必
ず
虞
を
伐

つ
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
虞
は

と
密
接
な
関
係
を
保
ち
、
お

互
い
に
助
け
合
っ
て
い
く
方
が
得
策
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
『
左
伝
』
の
文
は
、『
春
秋
』
の
経
「
楚
人　

弦
（
国
名
）
を
滅
ぼ
す
。

弦
子　

黄（
国
名
）に
奔
る
」の
後
ろ
に
置
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
経
に「
冬
、

晋
人　

虞
公
を
執
ふ
」
が
あ
る
の
で
、
そ
の
前
の
個
所
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。二　

「
輔
車
相
依
」
関
係
の
用
例
の
検
討

宮
之
奇
の
言
葉
に
出
て
く
る
「
輔
車
相
依
」
に
関
係
の
あ
る
用
例
を
検
討
し

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

① 

『
韓
非
子
』
十
過
篇

宮
之
奇
諫
め
て
曰
は
く
、
許
す
べ
か
ら
ず
。
夫
れ
虞
の

有
る
や
、
車
の

輔
有
る
が
如
し
。
輔
は
車
に
依
り
、
車
も
亦
輔
に
依
る
。
虞

の
勢
正
に

是
な
り
。
若
し
之
に
道
を
仮
さ
ば
、
則
ち

朝
に
亡
び
て
、
虞
夕
に
之
に

従
は
ん
。
不
可
な
り
。
願
は
く
は
許
す
勿
れ
、
と
。
虞
公
聴
か
ず
。
遂
に

之
に
道
を
仮
す
。
荀
息

を
伐
つ
。
而
し
て
還
反
す
。
処
る
こ
と
三
年
、

兵
を
興
し
、
虞
を
伐
つ
。
又
之
に
尅
つ
。

宮
之
奇
諫
曰
、
不
可
許
。
夫
虞
之
有

也
、
如
車
之
有
輔
。
輔
依
車
、
車

亦
依
輔
。
虞

之
勢
正
是
也
。
若
假
之
道
、
則

朝
亡
而
虞
夕
從
之
矣
。

不
可
。
願
勿
許
。
虞
公
弗
聽
。
遂
假
之
道
。
荀
息
伐

。
而
還
反
。
處
三

年
、
興
兵
伐
虞
。
又
尅
之
。

『
左
伝
』
と
違
う
の
は
、「
輔
車
相
依
」
が
「
如
車
之
有
輔
。
輔
依
車
、
車
亦
依

輔
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、「
唇
亡
歯
寒
」
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
晋
の
重
臣
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二
五

で
あ
る
荀
息
の
名
が
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
で
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
如
車
之
有
輔
。
輔
依
車
、
車
亦

依
輔
」
が
、「
輔
車
相
依
」
と
い
う
四
字
熟
語
が
成
立
す
る
前
の
段
階
を
示
し

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
輔
」
と
「
車
」
は
車
に
譬
え
を
取
っ

て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
身
体
に
譬
え
を
取
っ
た
と
い
う

説
も
出
て
く
る
の
で
、
こ
こ
で
日
本
江
戸
時
代
の
『
韓
非
子
翼
毳
』
の
著
者
で

あ
る
太
田
方
（
一
七
五
九
〜
一
八
二
九
）
の
意
見
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

輔
は
両
傍
の
車
を
夾
む
木
な
り
。
今
人
の
杖
を
輻
に
縛
り
以
て
車
を
防
輔

す
る
が
如
き
な
り
。
呂
氏
春
秋
、
髙
誘
注
、
車
は
牙
な
り
。
輔
は
頬
な
り
、

と
。
左
伝
云
う
、
輔
車
相
依
る
、
と
。
杜
注
、
輔
は
牙
車
な
り
、
と
。
蓋

し
二
子
前
に
於
て
脣
亡
歯
寒
の
語
有
る
に
泥
み
て
此
の
説
を
為
す
。
然
れ

ど
も
是
に
非
ざ
る
な
り
。

輔
、
兩
傍
夾
車
木
也
。
如
今
人
縛
杖
於
輻
以
防
輔
車
也
。
呂
氏
春
秋
、
髙

誘
注
、
車
、
牙
也
。
輔
、
頰
也
。
左
傳
云
、
輔
車
相
依
。
杜
注
、
輔
、
牙

車
也
。
蓋
二
子
泥
於
前
有
脣
亡
齒
寒
之
語
而
爲
此
說
矣
。
然
非
是
也
。

と
あ
り
、「
輔
」
を
車
の
兩
傍
に
つ
け
る
板
と
解
釈
し
、「
輔
」
を
ほ
お
骨
、「
車
」

を
歯
ぐ
き
と
解
釈
す
る
説
に
反
対
す
る）

4
（

。

② 

①
で
太
田
方
が
言
う
『
呂
氏
春
秋
』
権
勲
篇

献
公
之
を
許
し
、
乃
ち
荀
息
を
し
て
屈
産
の
乗
を
以
て
庭
実
と
為
し
、
而

し
て
加
ふ
る
に
垂
棘
の
璧
を
以
て
し
、
以
て
道
を
虞
に
仮
り
て

を
伐
た

し
む
。
虞
公
宝
と
馬
を
濫
（
む
さ
ぼ
）
り
て
之
を
許
さ
ん
と
欲
す
。
宮
之

奇
諫
め
て
曰
は
く
、
許
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
虞
と

や
、
車
の
輔
有
る

が
若
き
な
り
。
車
は
輔
に
依
り
、
輔
も
亦
車
に
依
る
。
虞

の
勢
是
れ
な

り
。
先
人
言
有
り
て
曰
は
く
、
脣
竭
き
て
歯
寒
し
、
と
。
夫
れ

の
亡
び

ざ
る
や
虞
を
恃
み
、
虞
の
亡
び
ざ
る
も
亦

を
恃
む
な
り
。
若
し
之
に
道

を
仮
さ
ば
、
則
ち

朝
に
亡
び
て
虞
夕
に
之
に
従
は
ん
。
奈
何
ぞ
其
れ
之

に
道
を
仮
さ
ん
や
、
と
。
虞
公
聴
か
ず
し
て
之
に
道
を
仮
す
。
荀
息　

を
伐
ち
、
之
に
克
つ
。
還
反
し
虞
を
伐
ち
、
又
之
に
克
つ
。
荀
息
璧
を
操

り
馬
を
牽
き
て
報
ず
。
献
公
喜
び
て
曰
は
く
、
璧
は
則
ち
猶
ほ
是
く
の
ご

と
き
な
り
。
馬
の
歯
も
亦
薄
（
い
さ
さ
か
）
長
ず
、
と
。
故
に
曰
は
く
、

小
利
は
大
利
を
之
れ
残
ふ
な
り
、
と
。

獻
公
許
之
、
乃
使
荀
息
以
屈
產
之
乘
爲
庭
實
、
而
加
以
垂
棘
之
璧
、
以
假

道
於
虞
而
伐

。
虞
公
濫
於
寶
與
馬
而
欲
許
之
。
宮
之
奇
諫
曰
、
不
可
許

也
。
虞
之
與

也
若
車
之
有
輔
也
。
車
依
輔
、
輔
亦
依
車
。
虞

之
勢
是

也
。
先
人
有
言
曰
、
脣
竭
而
齒
寒
。
夫

之
不
亡
也
恃
虞
、
虞
之
不
亡
也

亦
恃

也
。
若
假
之
道
、則

朝
亡
而
虞
夕
從
之
矣
。
奈
何
其
假
之
道
也
。

虞
公
弗
聽
而
假
之
道
。
荀
息
伐

、
克
之
。
還
反
伐
虞
、
又
克
之
。
荀
息

操
璧
牽
馬
而
報
。
獻
公
喜
曰
、
璧
則
猶
是
也
。
馬
齒
亦
薄
長
矣
。
故
曰
、

小
利
大
利
之
殘
也
。

後
漢
の
高
誘
の
注
は
、

車
は
牙
な
り
。
輔
は
頰
な
り
。
車
輔
相
依
憑
す
。
近
き
を
以
て
喩
ふ
る
を

得
る
な
り
。
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二
六

車
、
牙
也
。
輔
、
頰
也
。
車
輔
相
依
憑
。
得
以
近
喩
也
。

と
述
べ
、「
歯
ぐ
き
」「
ほ
お
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
①
の
太

田
方
の
注
に
従
っ
て
、「
輔
」
は
、
車
の
添
え
木
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
『
呂
氏
春
秋
』
の
文
に
は
、『
韓
非
子
』
十
過
篇
の
文
と
比
べ
て
注
目

す
べ
き
点
が
一
つ
あ
る
。『
左
伝
』
の
「
輔
車
相
依
」
が
「
虞
之
与

也
若
車

之
有
輔
也
。
車
依
輔
、輔
亦
依
車
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、

「
唇
亡
歯
寒
」
の
前
段
階
で
あ
る
「
脣
竭
而
歯
寒
」
も
「
先
人
有
言
」
と
し
て
、

す
な
わ
ち
別
の
諺
と
し
て
宮
之
奇
が
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

③ 

『
淮
南
子
』
人
間
訓
篇

晋
の
献
公
道
を
虞
に
仮
り
以
て

を
伐
た
ん
と
欲
し
、
虞
に
垂
棘
の
璧
と

屈
産
の
乗
と
を
遺
る
。
虞
公
璧
と
馬
と
に
惑
ひ
て
之
に
道
を
与
へ
ん
と
欲

す
。
宮
之
奇
諫
め
て
曰
は
く
、
不
可
。
夫
れ
虞
と

と
は
、
車
の
輪
有
る

が
若
し
。
輪
は
車
に
依
り
、
車
も
亦
輪
に
依
る
。
虞
と

と
は
相
恃
み
て

勢
あ
る
な
り
。
若
し
之
に
道
を
仮
せ
ば
、

朝
に
亡
び
て
虞
夕
に
之
に
従

は
ん
、
と
。
虞
公
聴
か
ず
、
遂
に
之
に
道
を
仮
す
。
荀
息

を
伐
ち
、
遂

に
之
に
克
ち
、
還
反
し
て
虞
を
伐
ち
、
又
之
を
抜
く
。
此
れ
所
謂
之
に
与

へ
て
反
っ
て
取
る
者
な
り
。

晉
獻
公
欲
假
道
於
虞
以
伐

、
遺
虞
垂
棘
之
璧
與
屈
產
之
乘
。
虞
公
惑
於

璧
與
馬
而
欲
與
之
道
。
宮
之
奇
諫
曰
、
不
可
。
夫
虞
之
與

、
若
車
之
有

輪
。
輪
依
於
車
、
車
亦
依
輪
。
虞
之
與

相
恃
而
勢
也
。
若
假
之
道
、

朝
亡
而
虞
夕
從
之
矣
。
虞
公
弗
聽
、
遂
假
之
道
。
荀
息
伐

、
遂
克
之
、

還
反
伐
虞
、
又
拔
之
。
此
所
謂
與
之
而
反
取
者
也
。

ま
た
同
篇
の
別
の
箇
所
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

張
孟
談
曰
は
く
、
亡
び
ん
と
す
る
に
存
す
る
こ
と
能
は
ず
、
危
き
に
安
ん

ず
る
こ
と
能
は
ず
ん
ば
、
智
士
を
貴
ぶ
こ
と
を
為
す
無
し
。
臣
請
ふ
、
試

に
潜
行
し
て
、
韓
魏
の
君
に
見
え
て
之
を
約
せ
ん
、
と
。
乃
ち
韓
魏
の
君

に
見
え
て
之
に
説
き
て
曰
は
く
、臣
之
を
聞
く
、脣
亡
ぶ
れ
ば
歯
寒
し
、と
。

今
智
伯
二
君
を
率
い
て
趙
を
伐
つ
。
趙
将
に
亡
び
ん
と
す
。
趙
亡
べ
ば
則

ち
二
君
之
が
次
為
ら
ん
。
今
に
及
び
て
之
を
図
ら
ず
ん
ば
、
禍
将
に
二
君

に
及
ば
ん
と
す
、
と
。

張
孟
談
曰
、
亡
不
能
存
、
危
不
能
安
、
無
爲
貴
智
士
。
臣
請
試
濳
行
、
見

韓
魏
之
君
而
約
之
。
乃
見
韓
魏
之
君
、
説
之
曰
、
臣
聞
之
、
脣
亡
而
齒
寒
。

今
智
伯
率
二
君
而
伐
趙
。
趙
將
亡
矣
。
趙
亡
、
則
君
爲
之
次
矣
。
不
及
今

而
圖
之
、
禍
將
及
二
君
。

「
輔
車
相
依
」
は
『
韓
非
子
』『
呂
氏
春
秋
』
と
同
じ
く
「
夫
虞
之
与

、
若
車

之
有
輪
。
輪
依
於
車
、
車
亦
依
輪
」
と
な
っ
て
い
て
、
宮
之
奇
の
言
葉
の
中
に

引
か
れ
て
い
る
が
、「
輔
」
が
「
輪
」
の
字
に
な
っ
て
い
る
。「
輪
」
で
あ
れ
ば

車
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
「
脣
亡
而
歯
寒
」
の
方
は

宮
之
奇
の
言
葉
で
は
な
く
、
張
孟
談
が
趙
襄
子
に
言
っ
た
言
葉
の
中
に
見
ら
れ

る
。

④ 

『
説
文
解
字
』
十
四
上

輔
、
春
秋
伝
に
曰
は
く
、
輔
車
相
依
る
、
と
。
車
に
从
ひ
、
甫
の
声
。
人
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二
七

の
頬
車
な
り
。

輔
、
春
秋
傳
曰
、
輔
車
相
依
。
从
車
甫
聲
。
人
頰
車
也
。

『
左
伝
』
の
「
輔
車
相
依
」
が
引
か
れ
て
い
る
。「
輔
」
を
人
の
ほ
お
骨
と
し
て

い
る）

5
（

。
以
上
か
ら
考
え
る
と
、「
輔
車
相
依
」
は
も
と
も
と
車
の
添
え
木
と
車
か
ら

出
た
諺
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
先
の
僖
公
五
年
『
左
伝
』
の
文
と
『
韓
非
子
』

『
呂
氏
春
秋
』『
淮
南
子
』
の
文
と
を
比
べ
て
み
る
と
、『
左
伝
』
の
文
は
『
韓

非
子
』『
呂
氏
春
秋
』『
淮
南
子
』
の
文
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
と
考
え
ざ
る
を

え
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、『
左
伝
』
の
こ
の
部
分
は
『
淮
南
子
』
以

降
『
説
文
解
字
』
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
「
輔
車
」
の
意
味
に
つ
い
て
、「
輔
」
は
、
ほ
お
骨
、「
車
」
は
、

歯
ぐ
き
の
意
と
す
る
説
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。『
易
』
咸
卦
上
六
の
「
其

の
輔
頬
舌
に
咸
す
（
し
ゃ
べ
り
た
く
て
、
上
あ
ご
、
頬
、
舌
を
む
ず
む
ず
動
か

す
）」
や
、『
詩
経
』
衛
風
「
巧
笑
倩
た
り
」
の
毛
伝
「
好
き
口
輔
（
に
っ
こ
り

笑
っ
た
口
も
と
）」
な
ど
、「
輔
」
を
ほ
お
骨
、
上
あ
ご
と
す
る
用
例
が
す
で
に

存
在
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、「
輔
車
」
で
、「
輔
」
を
ほ
お
骨
、「
車
」
を

歯
ぐ
き
と
解
釈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
太
田
方
・
段
玉
裁
が
指
摘
し
た
よ

う
に
、
僖
公
五
年
『
左
伝
』
の
文
が
「
輔
車
相
依
」
を
「
唇
亡
歯
寒
」
と
並
べ

て
挙
げ
て
い
る
の
で
、
そ
の
影
響
で
そ
れ
ぞ
れ
顔
の
ほ
お
骨
、
歯
ぐ
き
と
解
釈

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

後
漢
時
代
の
辞
書
、
劉
熙
『
釈
名
』（
釈
形
体
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

輔
車
、
其
の
骨
強
く
、
口
を
輔
持
す
る
所
以
な
り
。
或
ひ
は
曰
は
く
、
牙

車
、
と
。
牙
の
載
る
所
な
り
。
或
ひ
は
曰
は
く
、
頷
、
と
。
頷
は
含
な
り
。

口
は
物
を
含
む
の
車
な
り
。
或
ひ
は
曰
は
く
、
頬
車
、
と
。
亦
物
を
載
す

る
所
以
な
り
。
或
ひ
は
曰
は
く
、

車
、
と
。

鼠
の
食
、
頬
に
積
む
。

人
の
食
ふ
や
之
に
似
る
。
故
に
名
を
取
る
な
り
。

輔
車
、其
骨
強
、所
以
輔
持
口
也
。
或
曰
、牙
車
。
牙
所
載
也
。
或
曰
、頷
。

頷
含
也
。
口
、
含
物
之
車
也
。
或
曰
、
頰
車
。
亦
所
以
載
物
也
。
或
曰
、

車
。

鼠
之
食
、
積
於
頰
。
人
食
似
之
。
故
取
名
也
。

辞
書
と
い
う
も
の
は
そ
の
時
代
で
も
っ
と
も
広
く
多
く
の
人
々
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
解
釈
を
採
用
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
輔

車
」
を
ほ
お
骨
・
歯
ぐ
き
と
す
る
の
は
、
後
漢
時
代
に
お
い
て
は
ご
く
一
般
的

な
解
釈
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
漢
の
髙
誘
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、『
呂

氏
春
秋
』
の
注
で
「
輔
」
は
頬
、「
車
」
は
牙
と
解
し
て
い
る
。
晋
の
杜
預
も

後
漢
以
来
の
解
釈
に
従
っ
て
、『
左
伝
』
に
「
輔
は
頬
輔
、
車
は
牙
車
」
と
注

し
た
の
で
あ
る）

6
（

。

三　
「
唇
亡
歯
寒
」
関
係
の
用
例
の
検
討

次
に
宮
之
奇
の
言
葉
に
出
て
く
る
「
脣
亡
歯
寒
」
に
関
係
の
あ
る
用
例
を
検

討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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二
八

① 

『
韓
非
子
』
喩
老
篇

晋
の
献
公
垂
棘
の
璧
を
以
て
道
を
虞
に
仮
り
て

を
伐
た
ん
と
す
。
大
夫

宮
之
奇
諫
め
て
曰
は
く
、
不
可
な
り
。
唇
亡
ぶ
れ
ば
歯
寒
し
。
虞

相
救

ふ
は
、
相
徳
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
今
日
晋　

を
滅
す
。
明
日
虞
必
ず

之
に
随
ひ
て
亡
び
ん
、
と
。
虞
君
聴
か
ず
。
其
の
璧
を
受
け
て
之
に
道
を

仮
す
。
晋
已
に

を
取
り
、
還
反
し
て
虞
を
滅
せ
り
。
此
の
二
臣
は
、
皆

理
に
争
う
も
の
な
り
。
而
る
に
二
君
用
ひ
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
叔

瞻
・
宮
之
奇
も
亦
虞
鄭
の
扁
鵲
な
り
。
而
る
に
二
君
聴
か
ず
。
故
に
鄭
以

て
破
れ
、
虞
以
て
亡
ぶ
。
故
に
曰
は
く
、
其
れ
安
き
は
持
ち
易
き
な
り
。

其
れ
未
だ
兆
さ
ざ
る
は
謀
り
易
き
な
り
、
と
。

晉
獻
公
以
垂
棘
之
璧
、
假
道
於
虞
而
伐

。
大
夫
宮
之
奇
諫
曰
、
不
可
。

脣
亡
而
齒
寒
。
虞

相
救
、
非
相
德
也
。
今
日
晉
滅

。
明
日
虞
必
隨
之

亡
。
虞
君
不
聽
。
受
其
璧
而
假
之
道
。
晉
已
取

、
還
反
滅
虞
。
此
二
臣

者
皆
争
於

理
者
也
。
而
二
君
不
用
也
。
然
則
叔
瞻
・
宮
之
奇
亦
虞
鄭
之

扁
鵲
也
。
而
二
君
不
聽
。
故
鄭
以
破
、
虞
以
亡
。
故
曰
、
其
安
易
持
也
。

其
未
兆
易
謀
也
。

宮
之
奇
が
虞
公
を
諫
め
た
言
葉
の
中
で
引
か
れ
て
い
る
。先
の
十
過
篇
で
は
、

「
如
車
之
有
輔
。
輔
依
車
、
車
亦
依
輔
」
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
は
「
唇
亡

而
歯
寒
」
の
み
で
あ
る
。
十
過
篇
と
喩
老
篇
と
を
合
わ
せ
参
考
に
す
れ
ば
、
宮

之
奇
が
二
つ
の
諺
を
両
方
引
用
し
た
と
す
る
考
え
も
出
て
く
る
。先
に
見
た『
呂

氏
春
秋
』
権
勲
篇
は
、
こ
う
し
た
考
え
を
基
に
し
て
作
ら
れ
た
説
話
か
も
し
れ

な
い
。

② 

哀
公
八
年
『
左
伝
』

夫
れ
魯
は
、
斉
晋
の
脣
、
脣
亡
ぶ
れ
ば
歯
寒
し
。
君
の
知
る
所
な
り
。

夫
魯
、
齊
晉
之
脣
、
脣
亡
齒
寒
。
君
所
知
也
。

宮
之
奇
の
言
葉
で
は
な
い
が
、『
左
伝
』
で
は
「
唇
亡
歯
寒
」
と
い
う
四
字

の
諺
が
哀
公
八
年
に
も
見
え
て
い
る
の
で
紹
介
し
て
お
く
。

③ 

僖
公
二
年
『
春
秋
公
羊
伝
』（
以
後
『
公
羊
伝
』
と
略
称
）

宮
之
奇
果
た
し
て
諫
む
る
に
、
記
に
曰
は
く
、
脣
亡
ぶ
れ
ば
則
ち
歯
寒
し
、

と
。
虞
郭
の
相
救
ふ
や
、
相
賜
ふ
を
為
す
に
非
ず
。
則
ち
晋
今
日
郭
を
取

れ
ば
、
而
ち
明
日
虞
従
ひ
て
亡
ぶ
の
み
。
君
請
ふ
、
許
す
勿
れ
、
と
。

宮
之
奇
果
諫
、
記
曰
、
脣
亡
則
齒
寒
。
虞
郭
之
相
救
、
非
相
爲
賜
。
則
晉

今
日
取
郭
、
而
明
日
虞
從
而
亡
爾
。
君
請
勿
許
也
。

④ 

僖
公
二
年
『
春
秋
穀
梁
伝
』（
以
後
『
穀
梁
伝
』
と
略
称
）

宮
之
奇
諫
め
て
曰
は
く
、
語
に
曰
は
く
、
脣
亡
ぶ
れ
ば
則
ち
歯
寒
し
、
と
。

其
れ
斯
の
謂
か
、
と
。

宮
之
奇
諫
曰
、
語
曰
、
脣
亡
則
齒
寒
。
其
斯
之
謂
與
。

「
唇
亡
則
歯
寒
」
の
み
で
あ
る
。「
則
」
の
字
が
入
っ
て
い
る
。

⑤ 
『
春
秋
繁
露
』
王
道
篇

晋
道
を
虞
に
仮
り
、
虞
公
之
を
許
す
。
宮
之
奇
諫
め
て
曰
は
く
、
脣
亡
ぶ

れ
ば
歯
寒
し
。
虞

の
相
救
ふ
は
、
相
賜
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
君
請
ふ
、

許
す
勿
れ
、
と
。
虞
公
聴
か
ず
。
後
虞
果
た
し
て
晋
に
亡
ぼ
さ
る
。
春
秋
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二
九

此
を
明
ら
か
に
す
。
存
亡
の
道
、
観
る
べ
き
な
り
。

晉
假
道
虞
、
虞
公
許
之
。
宮
之
奇
諫
曰
、
脣
亡
齒
寒
。
虞

之
相
救
、
非

相
賜
也
。
君
請
勿
許
。
虞
公
不
聽
。
後
虞
果
亡
於
晉
（
清
・
蘇
輿
の
注
に

従
い
、「
晉
」
を
補
う
）。
春
秋
明
此
。
存
亡
道
可
觀
也
。

『
春
秋
繁
露
』
は
前
漢
・
董
仲
舒
の
著
書
で
あ
る
。『
左
伝
』
と
同
じ
四
字
の
「
唇

亡
歯
寒
」
と
い
う
諺
が
は
じ
め
て
見
え
る
。

⑥ 

『
史
記
』
晋
世
家

虞
と

、
脣
と
歯
な
り
。
脣
亡
ぶ
れ
ば
則
ち
歯
寒
し
。
虞
公
聴
か
ず
。
遂

に
晋
に
許
す
。
宮
之
奇
其
の
族
を
以
て
虞
を
去
る
。
其
の
冬
、
晋

を
滅

ぼ
す
。

公
醜　

周
に
奔
る
。
還
り
襲
ひ
て
虞
を
滅
ぼ
し
、
虞
公
及
び
其

の
大
夫
井
伯
・
百
里
奚
を
虜
に
す
。

虞
之
與

、
脣
之
與
齒
。
脣
亡
則
齒
寒
。
虞
公
不
聽
。
遂
許
晉
。
宮
之
奇

以
其
族
去
虞
。
其
冬
、
晉
滅

。

公
醜
奔
周
。
還
襲
滅
虞
、
虜
虞
公
及

其
大
夫
井
伯
百
里
奚
。

『
公
羊
伝
』『
穀
梁
伝
』
と
同
じ
「
唇
亡
則
歯
寒
」
の
み
で
あ
る
。

⑦ 

前
漢
・
劉
向
の
『
新
序
』
善
謀
篇

宮
之
奇
諫
め
て
曰
は
く
、
晋
の
使
者
、
其
の
幣
重
く
、
其
の
辞
卑
し
。
必

ず
虞
に
便
な
ら
ず
。
語
に
曰
は
く
、
脣
亡
ぶ
れ
ば
則
ち
歯
寒
し
、
と
。
故

に
虞

の
相
救
ふ
は
、
相
賜
ふ
を
為
す
に
非
ざ
る
な
り
。
今
日

を
亡
ぼ

し
て
明
日
虞
を
亡
ぼ
さ
ん
、
と
。
公
聴
か
ず
。
遂
に
其
の
幣
を
受
け
て
之

に
道
を
借
す
。
旋
帰
し
て
四
年
、
反
っ
て
虞
を
取
る
。
荀
息
馬
を
牽
き
璧

を
抱
き
て
前
み
て
曰
は
く
、
臣
の
謀
如
何
、
と
。
献
公
曰
は
く
、
璧
は
則

ち
猶
ほ
是
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
吾
が
馬
の
歯
は
長
を
加
へ
り
。
晋
の
献

公
荀
息
の
謀
を
用
い
て
虞
を
禽
に
す
。
虞　

宮
之
奇
の
謀
を
用
い
ず
し
て

亡
ぶ
。
故
に
荀
息
は
覇
王
の
佐
に
非
ず
。
戦
国
并
兼
の
臣
な
り
。
宮
之
奇

の
若
き
は
、
則
ち
忠
臣
の
謀
と
謂
ふ
べ
き
な
り
。

宮
之
奇
諫
曰
、
晉
之
使
者
、
其
幣
重
、
其
辭
卑
。
必
不
便
於
虞
。
語
曰
、

脣
亡
則
齒
寒
矣
。
故
虞

之
相
救
、
非
相
為
賜
也
。
今
日
亡

而
明
日
亡

虞
矣
。
公
不
聽
。
遂
受
其
幣
而
借
之
道
。
旋
歸
四
年
、
反
取
虞
。
荀
息
牽

馬
抱
璧
而
前
曰
、
臣
之
謀
如
何
。
獻
公
曰
、
璧
則
猶
是
、
而
吾
馬
之
齒
加

長
矣
。
晉
獻
公
用
荀
息
之
謀
而
禽
虞
。
虞
不
用
宮
之
奇
謀
而
亡
。
故
荀
息

非
覇
王
之
佐
。
戰
國

兼
之
臣
也
。
若
宮
之
奇
、
則
可
謂
忠
臣
之
謀
也
。

二
つ
の
諺
が
引
用
さ
れ
て
い
た
『
呂
氏
春
秋
』
権
勲
篇
と
ほ
ぼ
同
じ
文
章
で
あ

る
が
、『
新
序
』
で
は
「
唇
亡
則
歯
寒
」
の
み
引
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
も
う

一
つ
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。『
呂
氏
春
秋
』
で
は
小
利
を
貪
っ
た
虞
公
を
非

難
し
て
い
る
が
、『
新
序
』
で
は
荀
息
を
貶
め
、
宮
之
奇
を
忠
臣
と
し
て
高
く

評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
荀
息
と
宮
之
奇
の
比
較
評
価
と

い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
下
に
参
考
ま
で
に
宮
之
奇
の
言
葉
以
外
の
「
唇
亡
歯
寒
」
関
係
の
用
例
を

列
挙
し
て
お
く
。
こ
れ
ら
を
含
め
て
考
察
し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
後
漢
以
前
で

四
字
の
「
唇
亡
歯
寒
」
と
い
う
諺
が
見
ら
れ
る
の
は
『
春
秋
繁
露
』
王
道
篇
、『
焦

氏
易
林
』、僖
公
五
年
『
左
伝
』
の
み
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
用
例
で
は
、
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三
〇

間
に
「
則
」
や
「
而
」
の
字
が
入
っ
た
り
、「
亡
」
が
「
竭
」
や
「
掲
」
の
字

に
な
っ
て
い
た
り
す
る
。

・『
墨
子
』
非
攻
中
篇

（
智
伯
）
又
圍
趙
襄
子
於
晉
陽
。
及
若
此
、
則
韓
魏
亦
相
從
而
謀
曰
、
古

者
有
語
、
脣
亡
則
齒
寒
。
趙
氏
朝
亡
、
我
夕
從
之
。
趙
氏
夕
亡
、
我
朝
從

之
。

・『
戦
国
策
』
斉
策

蘇
秦
謂
齊
王
曰
、・
・
・
且
趙
之
於
燕
齊
、
隠
蔽
也
。
齒
之
有
脣
也
、
脣

亡
則
齒
寒
。
今
日
亡
趙
、
則
明
日
及
齊
楚
矣
。
且
夫
救
趙
之
務
、
宜
若
奉

漏
甕
沃
燋
釜
。
夫
救
趙
高
義
也
。
却
秦
兵
顯
名
也
。
義
救
亡
趙
、
威
却
強

秦
兵
。
不
務
爲
此
、
而
務
愛
粟
、
則
爲
國
計
者
過
矣
。

・『
戦
国
策
』
趙
策

張
孟
談
於
是
陰
見
韓
魏
之
君
曰
、
臣
聞
、
脣
亡
則
齒
寒
。
今
知
伯
帥
二
國

之
君
伐
趙
、
趙
將
亡
矣
。
亡
則
二
君
爲
之
次
矣
。

・『
戦
国
策
』
韓
策

韓
又
令
尚
靳
使
秦
。
謂
秦
王
曰
、
韓
之
於
秦
也
、
居
爲
隠
蔽
、
出
爲
鴈
行
。

今
韓
已
病
矣
。
秦
師
不
下

。
臣
聞
之
、
脣
掲
者
其
齒
寒
。
願
大
王
之
熟

計
之
。
宣
太
后
曰
、
使
者
来
者
衆
矣
。
獨
尚
子
之
言
是
。
召
尚
子
入
。

・『
韓
非
子
』
存
韓
篇

且
臣
聞
之
、
脣
亡
則
齒
寒
。
夫
秦
韓
不
得
無
同
憂
。

・『
韓
非
子
』
十
過
篇
（『
戦
国
策
』
趙
策
に
も
類
似
の
文
が
見
え
る
）

張
孟
談
見
韓
魏
之
君
曰
、
臣
聞
、
脣
亡
齒
寒
（『
戦
国
策
』、「
齒
」
の
上

に
「
則
」
字
有
り
）。
今
知
伯
率
二
君
而
伐
趙
。
趙
將
亡
矣
。
趙
亡
則
二

君
爲
之
次
。

・『
荘
子
』

篋
篇

故
曰
、
脣
竭
則
齒
寒
。

・『
文
子
』
上
徳
篇

川
竭
而
谷
虛
、
丘
夷
而
淵
塞
、
脣
亡
而
齒
寒
、
河
水
深
而
壤
在
山
、

・『
焦
氏
易
林
』

遯　
　

唇
亡
齒
寒
、
積
日
凌
根
、
朽
不
可
用
、
爲
身
災
患
。

・『
淮
南
子
』
説
林
篇

川
竭
而
谷
虛
、
丘
夷
而
淵
塞
、
脣
竭
而
齒
寒
、
河
水
之
深
、
其
壤
在
山
、

・『
塩
鉄
論
』
誅
秦
篇

大
夫
曰
、・
・
・
唇
亡
則
齒
寒
。
支
體
傷
而
心

怛
。

・『
説
苑
』
談
叢
篇

唇
亡
而
齒
寒
。
河
水
崩
、
其
懷
（
壞
に
通
ず
）
在
山
。

・『
潜
夫
論
』
救
辺
篇

唇
亡
齒
寒
、
體
傷
心
痛
、
必
然
之
事
。

お
わ
り
に

僖
公
五
年
『
左
伝
』
に
見
え
る
宮
之
奇
の
言
葉
に
出
て
く
る
二
つ
の
諺
の
成
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三
一

立
過
程
に
つ
い
て
本
稿
で
考
察
し
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な

る
。

◯
「
輔
車
相
依
」
関
係

『
韓
非
子
』
十
過
篇

「
夫
虞
之
有

也
、
若
車
之
有
輔
。
輔
依
車
、
車
亦
依
輔
」

『
呂
氏
春
秋
』
権
勲
篇

「
虞
之
与

也
、
若
車
之
有
輔
也
。
車
依
輔
、
輔
亦
依
車
」

『
淮
南
子
』
人
間
訓
篇

「
夫
虞
之
与

、
若
車
之
有
輪
。
輪
依
於
車
、
車
亦
依
輪
」

◯
「
脣
亡
歯
寒
」
関
係

『
韓
非
子
』
喩
老
篇

「
脣
亡
而
歯
寒
」

『
呂
氏
春
秋
』
権
勲
篇

「
脣
竭
而
歯
寒
」

僖
公
二
年
『
公
羊
伝
』

「
唇
亡
則
歯
寒
」

僖
公
二
年
『
穀
梁
伝
』

「
脣
亡
則
歯
寒
」

『
春
秋
繁
露
』
王
道
篇

「
脣
亡
歯
寒
」

『
史
記
』
晋
世
家

「
脣
亡
則
歯
寒
」

『
新
序
』
善
謀
篇

「
脣
亡
則
歯
寒
」

←

『
左
伝
』
―
―
―
「
輔
車
相
依
」「
脣
亡
歯
寒
」

←

『
説
文
解
字
』
十
四
上

「
輔
車
相
依
」

『
潜
夫
論
』

「
唇
亡
歯
寒
」

四
字
の
「
輔
車
相
依
」
と
い
う
諺
が
文
献
に
初
め
て
登
場
し
た
の
は
、
僖
公

五
年
『
左
伝
』
で
あ
る
。『
韓
非
子
』
十
過
篇
、『
呂
氏
春
秋
』
権
勲
篇
、『
淮

南
子
』
人
間
訓
で
は
、
最
終
的
に
「
輔
車
相
依
」
に
な
る
前
の
段
階
を
示
す
も

の
で
、
十
八
字
に
も
及
ぶ
文
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
も
と
は
虞
と

の
関
係
を
車

に
譬
え
を
取
っ
て
そ
の
緊
密
さ
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
四
字
の
「
唇
亡
歯
寒
」
は
、僖
公
五
年
『
左
伝
』
の
ほ
か
『
春
秋
繁
露
』

王
道
篇
、『
焦
氏
易
林
』
に
も
見
え
、
ほ
ぼ
前
漢
武
帝
の
時
代
に
は
成
立
し
て

い
た
。
他
の
文
献
で
は
、
間
に
「
則
」
や
「
而
」
の
字
が
入
っ
た
り
、「
亡
」

が
「
竭
」
や
「
掲
」
の
字
に
な
っ
た
り
し
て
い
る）

7
（

。

「
輔
車
相
依
」
は
も
と
も
と
車
に
譬
え
を
取
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、『
左
伝
』
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三
二

の
文
が
「
唇
亡
歯
寒
」
と
並
列
す
る
に
至
っ
て
、「
輔
」
を
ほ
お
骨
、「
車
」
を

歯
ぐ
き
と
す
る
解
釈
が
出
て
き
た
。
後
漢
時
代
で
は
劉
熙
の
『
釈
名
』
と
い
う

辞
書
に
採
用
さ
れ
る
ほ
ど
一
般
的
な
解
釈
に
な
っ
た
。
後
漢
の
髙
誘
の
『
呂
氏

春
秋
』
注
、
服
虔
の
『
左
伝
』
注
、
晋
の
杜
預
の
『
左
伝
』
注
も
そ
の
解
釈
に

従
っ
た
の
で
あ
る）

8
（

。

そ
れ
で
は
僖
公
五
年
『
左
伝
』
の
こ
の
文
は
い
つ
頃
成
立
し
た
の
か
。

前
漢
武
帝
以
降
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
、
前
漢
末
に
古
文
学
が
興
隆
す
る
時

期
に
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
前
漢
時
代
に
は
経
学
の
今
文
学

と
古
文
学
の
争
い
が
あ
り
、
武
帝
の
時
五
経
博
士
が
置
か
れ
た
時
、
学
官
に
立

て
ら
れ
た
の
は
す
べ
て
今
文
学
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
前
漢
末
劉
歆
は
古
文
学

を
よ
し
と
し
、
今
文
学
派
の
学
者
と
は
げ
し
く
論
争
し
た
。
そ
し
て
王
莽
の
新

の
時
そ
の
信
任
を
受
け
、
は
じ
め
て
古
文
の
学
問
は
そ
の
地
位
を
確
立
し
た
。

こ
の
中
に
『
左
伝
』
が
あ
る
。『
新
序
』
は
劉
歆
の
父
劉
向
の
編
で
あ
る
が
、

善
謀
篇
に
は
「
脣
亡
歯
寒
」
の
み
で
、「
輔
車
相
依
」
が
見
当
た
ら
な
い
と
こ

ろ
を
見
る
と
、
や
は
り
劉
歆
の
時
か
と
思
わ
れ
る
。『
左
伝
』
の
成
書
時
期
を

こ
の
時
期
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
僖
公
五
年
の
こ
の
諺
の
個
所
は
、
さ
さ
や
か

で
は
あ
る
が
具
体
的
な
一
つ
の
証
拠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
今
古
文
学
の
論
争

で
は
劉
歆
が
『
左
伝
』
を
偽
作
し
た
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る

が
、
こ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る）

9
（

。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
同
じ
意
味
の
諺
を
二
つ
も
並
列
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
諺
を
引
く
の
は
、
自
分
の
主
張
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
で
あ

る
。も
う
一
つ
加
え
る
の
は
さ
ら
に
説
得
力
を
増
そ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

『
左
伝
』
は
、
宮
之
奇
が
虞
公
に
説
い
た
言
葉
に
説
得
力
を
も
た
せ
た
か
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
左
伝
』
が
宮
之
奇
を
高
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と

関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
『
左
伝
』
の
後
半
部
分
を
見
る

と
、
そ
の
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
他
の
文
献
で
は
宮
之
奇
と
比
較
さ
れ
る
人
物

と
し
て
必
ず
晋
の
荀
息
が
登
場
す
る
。
し
か
し
『
左
伝
』
で
は
荀
息
は
ま
っ
た

く
登
場
せ
ず
無
視
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
虞
の
側
の
忠
臣
宮
之
奇
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
が
当
て
ら
れ
、
晋
か
ら
の
宝
石
と
名
馬
に
目
が
く
ら
ん
だ
貪
欲
で
愚
鈍
な
虞

公
に
対
し
て
、
も
し
晋
に
道
を
か
せ
ば
次
は
虞
が
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
を
懇
々
と

さ
と
す
宮
之
奇
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
結
局
虞
公
に
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
宮

之
奇
は
虞
は
歳
末
ま
で
も
つ
ま
い
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
、
一
族
を
引
き
連
れ

て
虞
を
去
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宮
之
奇
を
高
く
評
価
す
る
背
後
に
、
先
に
触
れ
た
今
文
学
と
古

文
学
の
論
争
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。今
文
学
で『
春
秋
』

と
言
え
ば
、『
公
羊
伝
』
と
『
穀
梁
伝
』
で
あ
る
。『
公
羊
伝
』、『
穀
梁
伝
』
で
は
、

宮
之
奇
で
は
な
く
晋
の
側
の
荀
息
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
宮
之
奇
の
人
と
な

り
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
も
一
定
の
評
価
は
す
る
が
欠
点
も
指
摘
し
て
い
る）

10
（

。『
左

伝
』
は
『
公
羊
伝
』、『
穀
梁
伝
』
に
対
抗
す
る
た
め
に
荀
息
を
無
視
し
、
宮
之

奇
を
見
識
あ
る
優
れ
た
人
物
と
し
て
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
諺
も
『
公
羊

伝
』、『
穀
梁
伝
』
の
宮
之
奇
の
言
葉
に
は
「
脣
亡
則
歯
寒
」
だ
け
し
か
見
え
て

い
な
い
の
で
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
同
じ
意
味
の
諺
を
二
つ
並
列
す
る
と
い
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三
三

う
前
例
の
な
い
や
り
方
で
宮
之
奇
の
言
葉
の
説
得
性
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

注

（
1
） 

参
考
ま
で
に
代
表
的
な
辞
典
の
記
述
を
紹
介
し
て
お
く
。

○
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
）

「
唇
歯
輔
車
」
―
（「
春
秋
左
伝
―
僖
公
五
年
」
の
「
諺
所
謂
輔
車
相
依
、脣
亡
歯
寒
者
、

其
虞

之
謂
也
」
に
よ
る
語
。「
輔
」
は
頬
骨
、「
車
」
は
歯
ぐ
き
の
意
）
一
方
が
ほ

ろ
べ
ば
他
方
も
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
よ
う
な
、
利
害
が
密
接
で
離
れ
ら
れ
な
い
関
係

を
た
と
え
て
い
う
語
。
も
ち
つ
も
た
れ
つ
の
関
係
。
＊
義
経
仁
義
主
汗
（1894

）〈
福

地
桜
痴
〉
八
「
故
な
く
し
て
国
土
を
広
め
妄
り
に
他
国
を
攻
亡
さ
ん
存
意
な
し
、
取

分
け
貴
国
は
唇
歯
輔
車
（
シ
ン
シ
ホ
シ
ャ
）
の
隣
国
な
り
、
争
（
い
か
）
で
一
点
の

望
を
ば
義
経
貴
国
に
懸
け
申
す
べ
き
」
＊
社
会
百
面
相
（1902

）〈
内
田
魯
庵
〉
矮

人
巨
人
・
二
「
公
等
と
我
と
は
同
文
同
人
種
の
同
胞
で
あ
る
。
唇
歯
輔
車
（
シ
ン
シ

ホ
シ
ャ
）
の
関
係
で
あ
る
」

▽
「
唇
亡
び
て
歯
寒
し
」「
唇
竭
き
て
﹇
＝
無
け
れ
ば
﹈
歯
寒
し
」「
輔
車
唇
歯
」「
輔

車
相
依
る
」
も
載
せ
て
い
る
。

○
『
広
辞
苑
』（
第
七
版
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
）

「
唇
歯
輔
車
」
―
左
伝
（
僖
公
五
年
）「
諺
に
所
謂
る
、
輔
車
相
依
り
、
唇
亡
び
て
歯

寒
し
」（「
輔
」
は
車
の
添
木
の
意
。
一
説
に
、「「
輔
」
が
ほ
お
骨
、「
車
」
が
歯
ぐ

き
の
意
と
も
）
相
互
が
密
接
に
助
け
合
い
、
一
方
が
亡
び
れ
ば
他
方
も
危
う
く
な
る

よ
う
な
関
係
の
た
と
え
。

▽
「
唇
亡
び
て
歯
寒
し
」「
輔
車
相
依
る
」
も
載
せ
て
い
る
。

○
松
村
明
監
修
『
大
辞
泉
』（
小
学
館
、
一
九
九
八
）

「
脣
歯
輔
車
」
―
《『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
五
年
の
「
諺
に
所
謂
、
輔
車
相
依
り
、
唇

亡
ぶ
れ
ば
歯
寒
し
と
は
」
か
ら
》
一
方
が
滅
べ
ば
他
方
も
成
り
立
た
な
く
な
る
よ
う

な
密
接
不
離
の
関
係
に
あ
っ
て
、
互
い
に
支
え
助
け
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
の

た
と
え
。

▽
「
唇
亡
び
て
歯
寒
し
」「
輔
車
相
依
る
」
も
載
せ
て
い
る
。

○
山
田
俊
雄
・
築
島
裕
・
小
林
芳
規
・
白
藤
禮
幸
『
新
潮
国
語
辞
典
』（
第
二
版
、

平
成
七
年
）

「
脣
歯
輔
車
」
―
﹇
左
伝
﹈「
諺
所
謂
輔
車
相
依
、
唇
亡
歯
寒
」
に
よ
る
。「
輔
」
は

車
の
そ
え
木
。
一
説
に
「
輔
」
は
ほ
お
の
骨
、「
車
」
は
あ
ご
の
意
。
利
害
関
係
が

密
接
で
、
互
い
に
助
け
合
い
、
さ
さ
え
合
っ
て
い
る
よ
う
な
関
係
。

▽
「
唇
亡
び
て
歯
寒
し
」「
唇
竭
き
て
歯
寒
し
」「
輔
車
相
依
る
」
も
載
せ
て
い
る
。

○
西
尾
実
・
岩
淵
悦
太
郎
・
水
谷
静
夫
『
岩
波
国
語
辞
典
』（
二
〇
〇
五
）

「
脣
歯
輔
車
」
―
く
ち
び
る
と
歯
と
の
関
係
の
よ
う
に
互
い
の
利
害
が
密
接
で
一
方

が
滅
び
れ
ば
他
方
も
立
ち
ゆ
か
な
い
こ
と
。「
輔
」は
ほ
お
骨
、「
車
」は
歯
ぐ
き
の
意
。

◯
北
原
保
雄
編
『
明
鏡
国
語
辞
典
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
六
）

「
唇
歯
輔
車
」
―
互
い
に
助
け
合
っ
て
成
り
立
つ
間
柄
の
た
と
え
。
ま
た
、
利
害
関

係
の
密
接
な
こ
と
の
た
と
え
。「
輔
車
」
は
、
車
輪
の
添
え
木
と
車
輪
と
も
、
ほ
お

骨
と
下
あ
ご
と
も
解
さ
れ
る
が
、「
唇
歯
」
と
同
じ
く
互
い
に
助
け
合
う
二
つ
の
も

の
の
意
。

○
見
坊
豪
紀
他
篇
『
三
省
堂
国
語
辞
典
』（
二
〇
一
四
）

「
唇
歯
輔
車
」
―
﹇
く
ち
び
る
と
歯
、
ほ
お
骨
と
歯
ぐ
き
の
間
が
ら
の
よ
う
に
﹈
利

害
関
係
が
密
接
で
、
た
が
い
に
助
け
合
っ
て
い
く
こ
と
。

（
2
） 

現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
中
日
辞
典
で
は
、「
唇
歯
相
依
」「
唇
亡
歯
寒
」
は
い
ず
れ

の
辞
典
に
も
取
ら
れ
て
い
る
が
、「
輔
車
相
依
」
を
載
せ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。

（
3
） 『
左
伝
』
に
は
、僖
公
五
年
以
外
に
も
「
諺
所
謂
」
や
「
諺
曰
」
な
ど
が
見
え
る
。『
左

伝
』
が
成
立
す
る
に
当
た
っ
て
は
諺
に
着
目
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
今
後
同
じ
よ

う
な
検
討
を
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

・
周
諺
有
之
、
曰
、
山
有
木
、
工
則
度
之
、
賓
有
禮
、
主
則
擇
之
。
―
隠
公
十
一
年

・
曰
、
周
諺
有
之
、
匹
夫
無
罪
、
懷
璧
其
罪
。
―
桓
公
十
年

・
且
諺
曰
、
心
苟
无
瑕
、
何
恤
乎
無
家
。
―
閔
公
元
年

・
諺
所
謂
輔
車
相
依
、
唇
亡
歯
寒
者
、
其
虞

之
謂
也
。
―
僖
公
五
年

・
諺
有
之
曰
、
心
則
不
競
、
何
憚
於
病
。
―
僖
公
七
年

・
此
諺
所
謂
庇
焉
而
縱
尋
斧
焉
者
也
。
―
文
公
七
年

・
諺
曰
、
狼
子
野
心
。
―
宣
公
四
年

・
古
人
有
言
、
曰
、
雖
鞭
之
長
、
不
及
馬
腹
。
―
宣
公
十
五
年
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三
四

・
諺
曰
、
高
下
在
心
。
―
宣
公
十
五
年

・
諺
曰
、
民
之
多
幸
、
國
之
不
幸
也
。
―
宣
公
十
六
年

・
曰
、
諺
所
謂
老
將
知
而
耄
及
之
者
、
其
趙
孟
之
謂
乎
。
―
昭
公
元
年

・
且
諺
曰
、
非
宅
是
卜
、
唯
鄰
是
卜
。
―
昭
公
三
年

・
抑
諺
曰
、
蕞
爾
國
。
―
昭
公
七
年

・
諺
曰
、
臣
一
主
二
。
―
昭
公
十
三
年

・
諺
曰
、
無
過
亂
門
。
―
昭
公
十
九
年

・
諺
所
謂
室
於
怒
、
市
於
色
者
、
楚
之
謂
矣
―
昭
公
十
九
年

・
諺
曰
、
唯
食
忘
憂
。
―
昭
公
二
十
八
年

・
諺
曰
、
民
保
於
信
。
―
定
公
十
四
年

（
4
） 

清
の
段
玉
裁
（
一
七
三
五
〜
一
八
一
五
）
は
『
説
文
解
字
注
』
で
、「
輔
」
を
「
蓋

し
今
人
の
杖
を
輻
に
縛
り
以
て
車
を
防
輔
す
る
が
如
き
な
り
（
蓋
如
今
人
縛
杖
於
輻

以
防
輔
車
也
）」
と
説
き
、
添
え
木
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
多
く
の
『
左
伝
』
に

注
す
る
者
が
「
輔
」
を
ほ
お
骨
、「
車
」
を
歯
ぐ
き
と
解
釈
す
る
の
は
、「
乃
ち
下
文

の
唇
歯
に
因
り
て
傅
会
す
る
の
み
。
固
よ
り
許
説
の
善
に
若
か
ざ
る
な
り
（
乃
因
下

文
之
唇
齒
而
傅
会
耳
。
固
不
若
許
說
之
善
也
）」
と
、
太
田
方
と
同
じ
考
え
を
述
べ

て
い
る
。
太
田
方
と
段
玉
裁
は
国
こ
そ
違
え
、
同
時
期
に
同
じ
説
を
唱
え
た
の
で
あ

る
。

 

竹
添
井
井
（
一
八
四
一
〜
一
九
一
七
）
も
『
左
氏
会
箋
』
で
、「
輔
車
相
依
、
唇
亡

歯
寒
」
は
別
々
の
二
つ
の
諺
を
合
わ
せ
引
い
た
も
の
で
、「
輔
車
相
依
」
は
車
に
譬

え
を
と
っ
た
も
の
で
、「
輔
」
は
車
の
両
側
に
あ
る
車
上
の
荷
物
を
夾
む
た
め
の
木

と
す
る
。
ほ
お
骨
、
あ
ご
と
す
る
の
は
、
仮
借
で
本
来
の
意
味
で
は
な
い
と
述
べ
て

い
る
。
な
お
こ
の
説
は
、亀
井
昭
陽
『
左
伝
纉
考
』
と
同
じ
で
あ
る
。
竹
添
は
『
纉
考
』

を
直
接
援
用
し
た
り
、
数
多
く
盗
用
も
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
も
『
纉
考
』
に
依
拠

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
纉
考
』
の
自
筆
本
は
読
み
づ
ら
い
が
、『
詩
経
』
小
雅
、

正
月
「
無
棄
爾
輔
、
員
于
爾
輻
」
と
『
呂
氏
春
秋
』
権
勲
篇
に
よ
っ
て
、「
亦
不
以

頬
輔
、
二
句
各
一
事
」
と
述
べ
、
車
に
譬
え
を
取
っ
た
も
の
で
、「
脣
歯
」
と
は
関

係
な
い
と
い
う
。『
亀
井
南
冥
・
昭
陽
全
集
』
全
八
卷
（
葦
書
房
、
一
九
七
八
）
所

収
『
左
伝
纉
考
』
及
び
岡
村
繁
氏
の
解
説
を
参
照
。

 
 

白
川
静
『
字
統
』（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
初
版
）
も
「
輔
」
は
も
と
車
と
そ
え

木
の
意
で
、
上
顎
を
輔
、
下
顎
を
車
と
す
る
の
は
、
鑿
説
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

（
5
） 「
輔
、
春
秋
伝
曰
、
輔
車
相
依
。
从
車
甫
声
。
人
頬
車
也
」
の
「
人
頬
車
也
」
に

つ
い
て
、
小
徐
本
に
は
こ
の
四
字
が
あ
る
が
、
清
の
段
玉
裁
は
、
注
（
4
）
で
み
た

よ
う
に
、『
左
伝
』
の
「
輔
」
は
車
の
添
え
木
で
あ
る
と
解
し
、「
人
の
ほ
お
骨
」
で

は
前
後
文
意
が
通
じ
な
い
の
で
、「
宜
し
く
四
字
を
刪
去
す
べ
し
」
と
言
っ
て
い
る

（『
説
文
解
字
注
』）。
し
か
し
後
漢
時
代
の
「
輔
」
の
解
釈
は
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た

と
お
り「
ほ
お
骨
」と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
許
慎
も
字
書
編
纂
に
当
た
っ

て
そ
の
時
代
の
優
勢
な
説
に
従
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
削
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

（
6
） 

顧
炎
武
も
『
左
伝
杜
解
補
正
』
で
、
杜
預
の
注
が
『
呂
氏
春
秋
』
髙
誘
の
注
と
同

じ
で
あ
る
こ
と
、「
牙
車
」
は
『
素
問
』（
刺
熱
篇
、
気
府
論
篇
）
が
出
典
で
あ
り
、

解
釈
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

輔
車
相
依
る
、
唇
亡
ぶ
れ
ば
歯
寒
し
。
此
の
二
句
一
意
、
乃
ち
是
れ
諺
語
。
呂
氏

春
秋
、
宮
之
奇
諫
め
て
曰
は
く
、
虞
の

有
る
や
、
車
の
輔
有
る
が
若
き
な
り
。

車
は
輔
に
依
り
、
輔
も
亦
車
に
依
る
。
虞

の
勢
是
れ
な
り
。
注
、
車
は
牙
な
り
。

輔
は
頬
な
り
。
杜
氏
と
同
じ
。
牙
車
の
字
素
問
に
出
づ
。

輔
車
相
依
、
唇
亡
歯
寒
。
此
二
句
一
意
、
乃
是
諺
語
。
呂
氏
春
秋
、
宮
之
奇
諫
曰
、

虞
之
有

也
、若
車
之
有
輔
也
。
車
依
輔
、輔
亦
依
車
。
虞

之
勢
是
也
。
注
、車
、

牙
也
。
輔
、
頰
也
。
與
杜
氏
同
。
牙
車
字
出
素
問
。

（
7
） 『
韓
非
子
』
十
過
篇
に
「
脣
亡
歯
寒
」
が
見
え
て
い
る
が
、類
似
の
文
が
『
戦
国
策
』

趙
策
に
「
脣
亡
則
歯
寒
」
と
あ
り
、「
則
」
字
が
脱
落
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
8
） 

服
虔
の
注
は
、『
詩
経
』
衛
風
・
碩
人
の
疏
に
見
え
る
（
清
・
王
謨
輯
『
漢
魏
遺

書
鈔
』
参
照
）。

 

『
左
伝
』
の
唐
・
孔
穎
達
疏
、
宋
・
林
堯
叟
附
注
い
ず
れ
も
杜
預
の
注
を
踏
ま
え
た

解
釈
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
『
左
伝
』
の
注
で
「
輔
車
」
を
車
に
譬
え
を
取
っ

た
も
の
だ
と
す
る
の
は
、
清
・
劉
文
淇
の
『
春
秋
左
氏
伝
旧
注
疏
証
』
で
あ
る
。
本

稿
と
重
な
る
資
料
、
清
朝
の
学
者
、
と
く
に
注
（
4
）（
5
）
の
段
玉
裁
の
説
を
引

用
し
て
強
く
主
張
す
る
。
た
だ
「
輔
車
」
の
解
釈
の
み
で
、『
左
伝
』「
輔
車
相
依
、

脣
亡
歯
寒
」
の
成
立
過
程
、『
左
伝
』
の
こ
の
部
分
の
成
書
時
期
に
関
し
て
は
全
く

触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
宮
之
奇
と
荀
息
を
め
ぐ
る
『
公
羊
伝
』『
穀
梁
伝
』
と
の

関
係
に
つ
い
て
も
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。

（
9
） 『
漢
書
』
楚
元
王
伝
第
六
に
み
え
る
劉
歆
伝
に
よ
る
と
、
劉
歆
は
前
漢
末
哀
帝
の

と
き
、宮
中
秘
蔵
の
書
籍
を
調
査
し
て
い
て
古
文
の
『
左
伝
』
を
発
見
し
、伝
を
『
春
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三
五

秋
』
経
と
照
応
す
る
よ
う
編
成
し
た
と
さ
れ
る
。

（
10
） 

晋
が
虞
に
道
を
か
り
た
の
は
二
回
あ
る
。『
左
伝
』
は
二
回
目
（
僖
公
五
年
）
の

と
こ
ろ
に
伝
が
あ
る
が
、『
公
羊
伝
』
と
『
穀
梁
伝
』
は
一
回
目
の
経
「
虞
師
晋
師

滅
夏
陽
」（
僖
公
二
年
）
の
と
こ
ろ
に
置
か 

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
晋
の
方
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
、
荀
息
の
虞
を
亡
ぼ
す
方
策
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
宮
之
奇
に
つ

い
て
は
、『
公
羊
伝
』
で
は
荀
息
が
献
公
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

荀
息
曰
は
く
、
宮
之
奇
、
知
な
る
は
則
ち
知
な
り
。
然
り
と
雖
も
虞
公
貪
に
し
て

宝
を
好
む
。
宝
を
見
れ
ば
必
ず
其
の
言
に
従
は
ず
。
請
ふ
、終
に
以
て
往
か
ん
、と
。

荀
息
曰
、
宮
之
奇
、
知
則
知
矣
。
雖
然
、
虞
公
貪
而
好
寶
。
見
寶
必
不
從
其
言
。

請
終
以
往
。

知
恵
の
あ
る
こ
と
は
一
応
認
め
て
い
る
が
、
虞
公
の
貪
欲
さ
を
押
し
と
ど
め
る
力
は

な
い
と
見
て
い
る
。『
穀
梁
伝
』
も
、
晋
の
方
に
焦
点
を
当
て
、
荀
息
の
方
策
を
高

く
評
価
し
て
い
る
。
宮
之
奇
に
つ
い
て
は
、

荀
息
曰
は
く
、宮
之
奇
の
人
と
為
り
や
、達
心
に
し
て
懦
。
又
少
し
く
君
よ
り
長
ず
。

達
心
な
れ
ば
、
其
の
言
略
な
り
。
懦
な
れ
ば
則
ち
彊
く
諫
む
る
能
は
ず
。
少
し
く

君
よ
り
長
ず
れ
ば
、
則
ち
君
之
を
軽
ん
ず
。
且
つ
夫
れ
玩
好　

耳
目
の
前
に
在
り

て
、
患　

一
国
の
後
に
在
り
。
此
れ
中
知
以
上
乃
ち
能
く
之
を
慮
ぱ
か
る
。
臣
料

る
に
、
虞
君
は
中
知
以
下
な
り
、
と
。

荀
息
曰
、
宮
之
奇
爲
人
也
、
逹
心
而
懦
。
又
少
長
于
君
。
逹
心
則
其
言
略
。
懦
則

不
能
彊
諫
。
少
長
于
君
則
君
輕
之
。
且
夫
玩
好
在
耳
目
之
前
、
而
患
在
一
國
之
後
。

此
中
知
以
上
、
乃
能
慮
之
。
臣
料
、
虞
君
、
中
知
以
下
也
。

明
達
で
は
あ
る
が
、
臆
病
な
の
で
、
中
知
以
下
の
愚
鈍
な
虞
公
に
理
解
で
き
る
よ
う

に
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
強
く
諫
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
年
も
少

し
上
だ
け
な
の
で
、
虞
公
は
宮
之
奇
を
軽
ん
じ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
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